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会議の顛末

本会議（６月１６日）

議長（川上守）

ただいまの出席議員数は、９人です。

定足数に達していますので、令和２年第４

回若桜町議会定例会を開会します。

これより本日の会議を開きます。

議事日程の報告

本日の議事日程は、お手元に配布のとおり

です。

日程第１

「会議録署名議員の指名」を行います。

今期定例会の会議録署名議員は、会議規則

第１２５条の規定により、議長において、山

本晴隆議員、梶原明議員を指名します。

日程第２

「会期の決定について」を議題とします。

お諮りします。

本定例会の会期は、本日から６月１８日ま

での３日間としたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、会期は本日から６月１８日ま

での３日間に決定しました。

日程第３

「諸般の報告」をします。

会議関係諸般の報告は、印刷してお手元に

配布のとおりです。

朗読は省略します。

続いて、議員派遣について報告します。

令和２年３月議会定例会において議決し、

派遣を決定しています「令和２年度町村議会

議長・副議長研修会」について、報告書が提

出されています。

議会報告第１１号 令和２年度町村議会議

長・副議長研修会につきましては、印刷して

お手元に配布のとおりです。

朗読は省略します。

続いて、常任委員会に付託した陳情につい

て報告します。

本日までに受理した陳情は、お手元に配布

の「請願等文書表」のとおりです。

会議規則第９２条第１項の規定により、総

務産業教育民生常任委員会に審査を付託しま

したので報告します。

日程第４

町長からの報告事項は、報告第１号 令和元

年度若桜町一般会計繰越明許費繰越計算書に

ついて、報告第２号 令和元年度若桜町一般会

計事故繰越し繰越計算書について、報告第３

号 令和元年度若桜町公共下水道事業特別会

計繰越明許費繰越計算書について、報告第４

号 令和元年度一般財団法人若桜町観光開発

事業団事業報告及び令和２年度一般財団法人

若桜町観光開発事業団事業計画について、報

告第５号 令和元年度有限会社若桜農林振興

事業報告及び令和２年度有限会社若桜農林振

興事業計画についてで、お手元に配布のとお

りです。

朗読は省略します。

日程第５

議案第５４号 専決処分の承認について、専

決第６号 若桜町税条例の一部改正について、

を議題とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

６月１０日に梅雨に入り、先週末には大雨

警報が発令されました。一昨年の西日本７月

豪雨が思い出される季節になってまいりまし

た。

今年度は、災害対策とともに、新型コロナ

ウイルス感染症対策も併せて行う必要があり、

従来から使用していた避難所も見直していく

必要がございます。災害は、いつ起こるか分

からないということを肝に銘じつつ、感染者

を出さない対応も併せて行っていかなければ

ならないと考えているところでございます。



さて、本日ここに令和２年第４回若桜町議

会定例会を招集しましたところ、議員の皆様

にはご出席を賜り、令和２年度一般会計補正

予算並びに諸議案等のご審議をいただきます

ことに対し、感謝を申し上げる次第でござい

ます。

感染者数は減ってきたとはいえ、新型コロ

ナウイルスはいまだに住民生活に多大な影響

を及ぼしています。「密閉・密集・密接」の３

つの密を避けたり、人と人の間を２ｍ取るソ

ーシャルディスタンスの確保や、予防のため

の手洗い、マスクの着用など、新しい生活様

式への移行もその１つと言えるでしょう。

本町においても「春色まつり」や「花火大

会」など様々なイベントの中止、自治会長会

などの会議の中止、各団体の総会に至っては、

中止が困難であるため書面議決や電子総会な

どが行われるなど、役場をはじめ、各団体の

様子も様変わりしてまいりました。

直接お店に行く機会もなくなり、テイクア

ウトが主流となり、また県外との往来も今な

おやりにくく、この数か月の間に考え方や意

識が急激に変わった気がしております。

国の２次補正の内容も徐々に明らかになっ

てきており、地方創生臨時交付金も事業者へ

の家賃支援や雇用維持、施設・イベントの再

開支援など、「新しい生活様式」に対応した地

域経済活性化に配分されるようであり、臨時

交付金を有効に使うため、本町においても何

が効果的なのか、どうしていくのが良いかな

ど、日々検討を重ねているところでございま

す。

５月には、自衛隊のブルーインパルスが医

療従事者への感謝と激励を込めて東京上空を

飛行しましたが、そういう感謝の気持ちとか、

誰かを応援する気持ちは、今後の生活にとっ

て、とても大切なことだと思います。

この苦難の時代を乗り切るためには、正し

い知識と正確な情報、さらには的確な施策・

事業の執行が必要であり、そのために、自ら

考え行動する、頑張っている人を応援し、感

謝するといった気持ちをみんなが持つことが

重要と考えております。早くこの新型コロナ

ウイルス感染症が収束することを願ってやみ

ません。

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして提案理由をご説明いたします。

議案第５４号の専決処分の承認について、

でございますが、これは、地方自治法第１７

９条第１項の規定により、議会を招集する時

間的余裕がなかったことから、専決処分をし

た案件について、同条第３項の規定により本

議会に報告し、ご承認をお願いするものでご

ざいます。

専決第６号 若桜町税条例の一部改正につ

いて、でございますが、これは、地方税法等

の一部を改正する法律が公布されたことに伴

い、新型コロナウイルス感染症及びそのまん

延防止の措置が納税者に及ぼす影響の緩和を

図るための税制上の措置を講じるため、本条

例について所要の改正を行うものでございま

す。

以上、ご報告を申し上げます。ご承認のほ

ど、よろしくお願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第６

議案第５５号 令和２年度若桜町一般会計

補正予算（第２号）を議題とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして提案理由をご説明いたします。

議案第５５号 令和２年度若桜町一般会計

補正予算についてでございますが、既定の歳



入歳出予算の総額にそれぞれ９,７９４万８

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を４１億

５,４７２万３千円とするものでございます。

はじめに、歳入の概要についてご説明いた

します。国庫支出金では、保険基盤安定負担

金に１６５万７千円、生活困窮者就労準備支

援事業費等補助金に３３万円追加するなど、

その他の補正と合わせまして、総額２４２万

７千円を追加いたしました。

県支出金では、鳥取県ふるさとでの新しい

ライフステージ支援補助金として１００万円、

林道整備事業補助金に６５０万円を追加する

など、その他の補正と合わせて、総額１,１０

１万２千円を追加いたしました。

繰入金では、財政調整基金繰入金に６,７５

５万９千円、森林整備促進基金繰入金として

１,８９６万１千円を追加するとともに、イベ

ントの中止により、ふるさと応援基金繰入金

を２８３万円減額し、総額８,３６９万円を追

加いたしました。

諸収入では、消防団員退職報奨金に２６万

４千円、建物災害共済保険料として１０万円

を追加し、武蔵野市家族自然交流体験事業参

加費を１６万８千円減額するなど、その他の

補正と合わせまして、総額２１万９千円を追

加いたしました。町債では、充当事業を精査

し、過疎対策事業債に８４０万円を追加し、

緊急自然災害防止対策事業債を７８０万円減

額、総額６０万円追加いたしました。

次に、歳出の主なものについてご説明いた

します。まず、職員の人件費につきましては、

４月の人事異動に伴い、各費目にわたり調整

し、総額２,６６７万８千円を追加しておりま

す。議会費では、新型コロナウイルス感染症

感染防止のための衝立の設置及び一般質問の

ライブ中継を再開するための経費として２８

万６千円を追加し、人件費の補正と合わせて、

総額２９万５千円を追加しております。

総務費では、移住定住促進事業に若桜町ふ

るさとでの新しいライフステージ支援奨励金

として２００万円、地域おこし協力隊設置事

業に１３９万５千円を追加するなど、その他

の補正と合わせまして、総額１,７３３万４千

円を追加しております。

民生費では、低所得者に対する介護保険料

の軽減強化に係る財源として、介護保険事業

特別会計繰出金に３３６万１千円を追加し、

制度改正に対応するためのシステム改修経費

として、児童措置費及び生活保護総務費にそ

れぞれ６６万円を追加、人件費の補正と合わ

せて、総額１,０７４万９千円を追加いたしま

した。

衛生費では、ストックヤード敷地内の消火

栓にホース等を整備するための経費として、

環境衛生事業に１１万３千円を追加するなど、

人件費及びその他の補正と合わせて１１７万

７千円を追加しております。

農林水産業費では、有限会社若桜農林振興

への増資のための農業振興費に２,０００万

円を追加し、国から交付される森林環境譲与

税を積み立てるための経費等として、新たな

森林管理システム推進事業に２,３４０万円

を追加するなど、その他の補正と合わせて、

総額６,０１２万５千円を追加しております。

商工費では、氷ノ山オールシーズン活用促

進補助金として、氷ノ山集客促進事業に２０

０万円、除雪車購入費用として、町営スキー

場管理事業に８３６万円をそれぞれ追加し、

人件費が１,０５８万７千円の大幅な減額と

なるため、その他の補正と合わせて、総額１

２５万円を減額しております。

土木費では、町営住宅のシロアリ駆除や明

渡しに係る経費として、町営住宅管理事業に

１５６万６千円を追加するなど、人件費を含

めたその他の補正と合わせて、総額４０６万

５千円を追加しております。

消防費では、消防団員の退団に伴う退職報

奨費として非常備消防費に２６万４千円、自

主防災組織新規設立補助金等として災害対策

事業に１０４万８千円、総額１３１万２千円



を追加しております。

教育費では、若桜学園のサーバー更新経費

として、若桜学園管理費に７３万６千円を追

加するとともに、人事異動に伴う会計年度任

用職員に係る人件費を公民館、生涯学習情報

館の各施設間で調整するなど、その他の補正

と合わせて、総額４１４万１千円を追加いた

しました。

また、第２条の債務負担行為の補正につい

ては、期間・限度額を定めて「第２表債務負

担行為補正」により追加しており、第３条の

地方債の補正は、「第３表地方債補正」により

変更しております。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第７

議案第５６号 令和２年度若桜町介護保険

事業特別会計補正予算（第１号）、議案第５７

号 令和２年度若桜町簡易水道事業特別会計

補正予算（第１号）、議案第５８号 令和２年

度若桜町公共下水道事業特別会計補正予算

（第１号）を一括して議題とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして提案理由をご説明いたします。

議案第５６号 令和２年度若桜町介護保険

特別会計補正予算についてでございますが、

既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ１１

万円を追加し、歳入歳出予算の総額を７億１,

０３７万８千円とするものでございます。

歳入につきましては、保険料では、低所得

者に係る保険料軽減の拡充により、第１号被

保険者保険料を３３１万５千円減額、国庫支

出金では、制度改正対応のためのシステム改

修経費に係る財源として、事業費補助金に６

万４千円を追加いたしました。

繰入金では、低所得者保険料軽減繰入金と

して３３１万５千円、事務費繰入金として４

万６千円をそれぞれ追加しております。

歳出については、制度改正対応のためのシ

ステム改修経費として、一般管理費に１１万

円を追加しております。

次に、議案第５７号 令和２年度若桜町簡易

水道事業特別会計補正予算についてでござい

ますが、当初予算で計上しておりました町債

について再算定を行った結果、１０万円の追

加となりましたので、一般会計繰入金を同額

の１０万円減額するものであり、既定の歳入

歳出総額に変更はございません。

次に、議案第５８号 令和２年度若桜町公共

下水道事業特別会計補正予算についてでござ

いますが、４月の人事異動に伴い、人件費に

変更が生じたため、その財源である一般会計

繰入金の調整により、規定の歳入歳出予算の

総額からそれぞれ４３５万円を減額し、歳入

歳出予算の総額を１億６,１３２万５千円と

するものでございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第８

議案第５９号 若桜町精米施設の設置及び

管理に関する条例の制定について、を議題と

します。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）



それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして提案理由をご説明いたします。

議案第５９号 若桜町精米施設の設置及び

管理に関する条例の制定について、でござい

ますが、これは、本町の農業振興に資するこ

とを目的として、若桜町精米施設を整備する

ことに伴い、地方自治法第２４４条の２第１

項の規定に基づき、同条例を制定するもので

ございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第９

議案第６０号 若桜町固定資産評価審査委

員会条例の一部改正について、議案第６１号

若桜町国民健康保険税条例の一部改正につい

て、議案第６２号 若桜町手数料徴収条例の一

部改正について、議案第６３号 若桜町介護保

険条例の一部改正について、を一括して議題

とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして提案理由をご説明いたします。

議案第６０号 若桜町固定資産評価審査委

員会条例の一部改正について、でございます

が、これは、行政手続等における情報通信の

技術の利用に関する法律の一部改正により、

同法の名称が改正されたこと等に伴い、所要

の改正を行うものでございます。

次に、議案第６１号 若桜町国民健康税条例

の一部改正について、でございますが、これ

は、新型コロナウイルス感染症の影響により、

収入が激少した被保険者に係る国民健康保険

料の減免に対する国の財政支援の基準が示さ

れたことに伴い、本条例の一部を改正するも

のでございます。

次に、議案第６２号 若桜町手数料徴収条例

の一部改正について、でございますが、これ

は、情報通信技術の活用による行政手続等に

係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の

簡素化及び効率化を図るための、行政手続等

における情報通信の技術の利用に関する法律

等の一部改正により、個人番号通知カードの

発行手続等が廃止されたため、本条例の一部

を改正するものでございます。

議案第６３号 若桜町介護保険条例の一部

改正について、でございますが、これは、新

型コロナウイルス感染症の影響による、介護

保険の第１号保険料の減免に対する国の財政

支援の基準が示されたことに伴い、本条例の

一部を改正するものでございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第１０

議案第６４号 若桜町過疎地域自立促進計

画の変更について、を議題とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして提案理由をご説明いたします。

議案６４号 若桜町過疎地域自立促進計画

の変更について、でございますが、これは、

事業費の財源として、過疎対策事業債を充当

するため、本計画に事業の追加を行うもので

ございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく



お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第１１

議案第６５号 訴訟の提起について、を議題

とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして提案理由をご説明いたします。

議案第６５号 訴訟の提起について、でござ

いますが、これは、町営住宅の入居者が死亡

したことに伴い、その住宅の明渡しを請求す

る訴訟を提起することについて、地方自治法

第９６条第１項の規定により、次のとおり本

議会の議決をお願いするものでございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第１２

議案第６６号 若桜町農業委員会の委員の

任命につき認定農業者等又は認定農業者等に

準ずる者が委員の過半数を占めることを要し

ないことについて、を議題とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして提案理由をご説明いたします。

議案第６６号 若桜町農業委員会の委員の

任命につき認定農業者等又は認定農業者等に

準ずる者が委員の過半数を占めることを要し

ないことについて、でございますが、これは、

本町内の認定農業者が少ないため、本町の農

業委員会の委員の任命にあたり、認定農業者

又は認定農業者等に準ずる者を、委員の少な

くとも４分の１とすることについて、農業委

員会等に関する法律施行規則第２条第２号の

規定により、本議会の同意をお願いするもの

でございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

以上で、本日の日程は全部終了しました。

本日はこれにて散会いたします。

   午前１０時５８分  散 会


